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第６分科会Bグループの構成

リーダ 関野 浩之 株式会社 山武

大坪 智治 株式会社インテック

主査 清水 吉男 株式会社システムクリエイツ

副主査 飯泉 紀子 株式会社日立ハイテクノロジーズ

アドバイザー 足立 久美 株式会社デンソー

第６分科会

Aｸﾞﾙｰﾌﾟ

Bｸﾞﾙｰﾌﾟ
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大坪 智治 株式会社インテック

大内 智之 株式会社リンクレア

・現在派生開発を行っている、または経験者である

・組み込み系 1社、エンタープライズ系2社

Bグループの特徴



１．研究動機

・ノウハウの形式知化が難しい
・何から手をつけていいのか分からない
・経営環境の中で効果が見えにくい

ノウハウ共有化によりソフトウェア
品質を維持したい

熟練担当者が移動・退職してしまう

・引き継ぎ期間がとれない
・何を、どう引き継げばいいのか分からない
→成功していることは形になりにくい
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組織レベル 現場レベル
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・経営環境の中で効果が見えにくい

熟練担当者の知識を明らかにし、在籍中に情報として残して
いくことで派生開発の品質を維持する

→成功していることは形になりにくい

熟練担当者の知識の共有化ができない



後任担当者が発生させた不具合分析

２．現状分析

No 不具合要因
後任担当者に不足
していた情報

不足していた情報のパターン例
ドキュメントに
記載すべき
か？

1

変更方法の誤り

仕様に関する情報
新規開発時の仕様が明らかになっ
ていない。

○

2 データに関する情報

変更しようとする処理に対して入力
されるデータの属性が明らかにな
っていない。

○
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熟練担当者から後任担当者への伝達が難しい情報は？
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っていない。

3 制御に関する情報
変更箇所の状態遷移が明らかにな
っていない

○

4 影響箇所の誤り データに関する情報

変更しようとする処理から出力され
るデータを利用する他の処理が明
らかになっていない。

○

後任担当者に不足していた情報は、本来ドキュメントに記載
すべき情報であるが、実情は十分に記載されていない。



例：仕様や設計の理由

ドキュメント分析

２．現状分析

No
ドキュメントに記載されない情報の主要素

（熟練担当者が持つ情報）

1 仕様や設計の理由

2 非機能要求の詳細

3 制約条件

設計書の記載
設計書に記載されない

情報

申込年月日＞○○年
××月△△日の場合
は 、A判定処理を呼び
出す。申込年月日
≦○○年××月△△日

○○年××月△△日が
案件①の本番リリース
日である。本番リリース
後でも過去申込データ
に関しては、B判定処理
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3 制約条件

4
（ユースケースとユースケースシナリオ（詳
細）※）

≦○○年××月△△日
の場合は、B判定処理を
呼び出す。

に関しては、B判定処理
を行わなければならな
い（新旧モジュール平行
稼働）

※研究対象外
理由：スペックアウトを実施すれば、情報を補完できる。

記述されていない情報・・・
仕様や設計の理由、非機能要求の詳細、制約条件、
ユースケースとユースケースシナリオ（詳細）

スペックアウトしても分
からない

熟練担当者は、変更方法や影響箇所を特定するために必要な
情報を頭の中のみに持っている。



３．研究課題

・自分は知っているので記述しない。
・後任担当者に残す情報がわからない。
・どこに残せばいいのかわからない。

・熟練担当者間で暗黙の了解として共有
されているため、指摘されない。
・指摘があったとしても口頭やメールで

問題点

ドキュメント作成時 レビュー時

熟練担当者が持つ情報がドキュメントに記載されない要因
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問題点と研究目標
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・どこに残せばいいのかわからない。
・指摘があったとしても口頭やメールで
完結してしまう。

研究目標

・ドキュメントに記載されない、熟練担当者が持つ情報を「「「「マイスターマイスターマイスターマイスター情報情報情報情報」」」」と定義

「マイスター情報」をドキュメントに残すことを研究目標とした。



３．研究課題

熟練担当者が自ら「マイスター情報」
をドキュメントに残せること。

熟練担当者間で「マイスター情報」が
記述されていないことを確認し、指摘
できること。

課題

ドキュメント作成時 レビュー時
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課題と解決策
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解決策

「マイスター情報」を機械的に残させる
しくみが必要である。
↓
変更仕様や変更箇所の「マイスター情
報」を記載する欄が必要である。

「マイスター情報」の記述の有無が一
目でわかるしくみが必要である。
↓
変更仕様と変更箇所を一覧で表現で
きる必要がある。

ドキュメント作成時 レビュー時

変更要求仕様書とトレーサビリティマトリクスを活用する。



４．解決策
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変更要求仕様書の改造

■ 変更要求仕様書
＜改造前＞変更後の設計理由を引き出す。
＜改造後＞変更前の設計理由と変更後の設計理由
をセットにし、設計理由の変遷を引き出す。
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・変更前後の設計理由から設計理由の変遷を「マイスター情報」
として引き出す。
・次回の派生開発や次期システムの開発で活用する。



４．解決策
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■トレーサビリティマトリクス
＜改造前＞熟練技術者は自分の知っているタスク名
やモジュール名がキーワードになって、非機能要求を
考慮する必要性に気づく。
＜改造後＞TM下部の欄に非機能要求が書かれてい

るため、非機能要求を考慮する必要性に自然に気づ
く。

トレーサビリティマトリックスの改造
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非機能要求を考慮する必要性を引き出
し、適切な変更方法を決定できる。



５．解決策の検証

【検証②の結果】

No 検証内容 検証方法

１
提案する解決策でマイスター情報が残
せるかを確認する

不具合事例の仕様を、本解決策に基づき書き
なおす

２
検証１で残せたマイスター情報によって
不具合が防げるかを確認する

マイスター情報を参照すれば，発生した不具合
の誤りに気付けたかを確認する
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現状分析で調査した不具合事例15件をもとに以下に示す検証を行った。

※いずれの不具合も発生当時はXDDPを適用していなかった。

検証内容と方法
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9
4

2

TM

【検証②の結果】
変更要求仕様書で不具合を防げ
る件数は9件中3件

【検証②の結果】
トレーサビリティマトリクスで不
具合を防げる件数は4件中4件

明示的な記入欄によりマイスター情報の抽
出が可能となった。



５．解決策の検証
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検証結果の考察

考察

・検証①の結果より、検証した15事例のうち、2件は「マイスター情報」
を残せなかった。これは熟練担当者が知り得ないマイスター情報であ
った。熟練担当者がマイスター情報を持っていなければ、残すことが
できないところにこの手法の限界がある。

・検証②の結果より、トレーサビリティ・マトリクスの「マイスター情報」は、
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・検証②の結果より、トレーサビリティ・マトリクスの「マイスター情報」は、
変更要求仕様書の「マイスター情報」よりも不具合防止効果が高かっ
た。トレーサビリティ・マトリクスでは、非機能要求が個々の種別（信頼
性，使用性など）ごとに整理・活用するため、不具合防止効果が向上し
ていると考えられる。

派生開発の品質をさらに向上させるためには、
マイスター情報の質を向上させる必要がある。



６．まとめ
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取り組みの成果

・「マイスター情報」がドキュメントに残っていないため、後任担当者が変
更方法や影響箇所の特定を誤り、不具合を発生させていることが明ら
かになった。
・変更要求仕様書とトレーサビリティマトリクスを改造し、熟練担当者の持
つ「マイスター情報」を（強制的に）形式知化し、それをドキュメントに残
せるようにした。
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・ドキュメントに残されるようになった「マイスター情報」を実際の派生開発
の中で利用した時の効果の検証
・派生開発を繰り返す毎に「マイスター情報」を残すことを習慣化し、機能
追加や新規開発時にその習慣を活用するしくみ

今後の課題

せるようにした。
・後任担当者は、ドキュメント上の「マイスター情報」を手掛かりに変更方
法や影響箇所の正当性を検証できるようにした。



ご清聴ありがとうございました。
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